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令和８年２月 

 

  長崎県障害者活躍推進計画（知事部局分）の令和７年度における 

取組状況を下記のとおり公表いたします。 

 

Ⅰ 障害者の雇用 

１．障害者雇用率（令和７年６月１日時点） 

 

 

 

 
法定雇用率

（％） 
報告値（％） 算定基礎となる数値（人） 

知事部局 2.8 
2.80 

（昨年 3.08） 

128.0（101） 

4,566.0 

 

 〔障害種別の人数〕   （ ）内の人数は実人数 

 身体障害者 知的障害者 精神障害者 計 

知事部局 92.0（66） 7.0（6） 29.0（29） 128.0（101） 

 

２．令和７年度の障害者採用状況等（令和７年１２月末時点） 

①正規職員の受験状況 

 
応募 

者数 

受験 

者数 

一次 

合格 

者数 

最終 

合格 

者数 

倍率 

障害者対象 

（身体障害者・知的障害

者・精神障害者を対象） 

２０名 １５名 １１名  ３名 ５．０倍 

 

 

 

分子：法定雇用障害者数の算定の基礎となる障害者の数 
   （ ）内の人数は実人数 
分母：法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 
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②採用数、退職者数 

 採用数 
（内訳） うち 

退職者数 

（内訳） 

身体 知的 精神 知的 精神 

正規職員 ２名 ０名 ０名 ２名 ０名 ０名 ０名 

会計年度
任用職員 

６名 ０名 ２名 ４名 ０名 ０名 ０名 

計 ８名 ０名 ２名 ６名 ０名 ０名 ０名 

 

③採用された職員の業務内容 

〔正規職員〕 

・総務、経理、審査に関する業務などの一般行政事務 

 

〔会計年度任用職員〕 

・主管課における文書集配等業務 

・ワークサポートオフィススタッフ（文書発送の業務やイベント会場

設営の業務など本庁各課から集約した業務） 

 

Ⅱ 環境の整備 

（１）専用相談窓口の設置（教育委員会との合同設置） 

知的障害者を対象に、スキルアップを図る場として設置したワークサポー

トオフィス内に、県職員１名（再任用職員：一般事務）、県庁職員ＯＢ１名

（作業療法士：精神保健福祉業務経験有）、障害者就労支援施設勤務経験者１名

の計３名を配置し、支援員として知的障害者の指導にあたるほか、障害者や

その所属からの専用相談窓口を設置し、下記のとおり支援を実施。 

○当年度採用された職員及び所属の上司と採用後すぐに面談を実施 

○人事異動により所属が変わった直後の職員や定期的にフォロー等が 

 必要と思われる職員との面談の実施 

○随時の相談受付・対応 

 ※主な相談内容 

  ・自身の体調や職場の人間関係等に関する相談 

  ・業務内容、仕事の進め方に関する相談 
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（２）機器等の準備 

○上肢障害のため受話器の操作が困難であることから、電話応答のための

ヘッドセットを準備 

○事務机を車椅子が入る幅の机（引き出しが無いタイプ）に変更し、引き

出しを別途準備 

○視覚障害者へパソコンディスプレイ・画面拡大ソフトウェアを準備 

 

 

（３）環境整備推進会議の設置 

○環境整備に対応する窓口として、各部局等に「環境整備推進員」を設置。 

○環境整備推進員をメンバーとする「環境整備推進会議」を設置し、庁内

の障害者の雇用状況等の情報共有や、障害のある者が働きやすい職場と

なるような環境の改善策の検討などを実施。 

 

（R5実施状況：４月２４日・１１月２２日） 

（R6実施状況：４月２４日・ ３月２８日） 

（R7実施状況：５月３０日・１２月１８日） 

 

〔Ｒ７開催内容〕 

  ①第１回（５月３０日） 

   ○環境整備推進員の役割等について 

   ○障害者雇用率について 

   ○精神・発達障害者しごとサポーター養成講座受講依頼について 

   ○国における合理的配慮指針について 

  ②第２回（１２月１８日） 

   ○障害者雇用率及び障害者雇用の取組状況 

   ○障害者雇用に関する意見交換会開催結果 

   ○協議・情報共有事項 

   ・ワークサポートオフィスにおける取組及び部局への依頼 

   ・障害がある職員に対する業務上の配慮事例等 

   ・その他推進員から出された議題 など 
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（４）職員向けの研修等の実施 

○新たに管理職となる職員に対する研修において、精神障害を中心に障害

の特性や必要とされる合理的配慮に関する研修を実施 

 

（R5実施状況：５月２２日・７月２４日） 

(R6実施状況：５月１６日・６月６日） 

（R7実施状況：５月１５日・６月３日） 

 

 

（５）障害者に配慮した勤務時間の設定 

○令和元年７月１６日から、職員の状況に応じて、より柔軟な勤務時間の

設定が可能となるフレックスタイム制度の試行を実施。令和２年４月１

日から本格実施。令和５年３月６日から対象を全職員に拡大。 

・障害のある職員のフレックスタイム制度利用者数 

Ｒ３ 実績２名 

Ｒ４ 実績１名 

Ｒ５ 実績９名 

Ｒ６ 実績１１名 

Ｒ７ 実績１０名 

 

 

（６）障害者活躍推進計画の数値目標の達成状況 

（１）採用に関する目標 

項目 令和７年度 令和６年度 目標 

障害者雇用率 

（法定雇用率） 

２．８０％ 

（２．８０％） 

３．０８％ 

（２．８０％） 

法定雇用率以上 

（各年６月１日時点） 

＜評価方法＞ 

毎年の任免状況通報により把握・進捗管理。 
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（２）定着に関する目標（令和７年３月新設） 

項目 令和６年度 目標 

定着の状況 生じていない 
職場環境を理由とする不本意な離職

者を生じさせない 

    ＜評価方法＞ 

     障害者を対象とした試験における当該年度の採用者について、毎年度末 

     の定着状況を毎年の任免状況通報のタイミングで把握。 

 

（３）満足度に関する目標 

項目 令和７年度 令和６年度 目標 

満足度の評価 ７０％ ６８％ 前年度を上回る 

＜評価方法＞ 

     毎年４月時点で在籍している障害のある職員(新規採用を除く)に対し、

アンケート調査の実施により把握。 


